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新旧対照表   

浦安市予防接種の費用の助成に関する規則（令和元年規則第24号）の一部改正 

 （下線の部分が改正部分） 

改    正    後 改    正    前 

  

（助成の申請） 

第４条 助成を受けようとする者は、予防接種を受けた日の翌日から起算して

２年を経過する日までに、浦安市予防接種費用助成金支給申請書（別記第１

号様式）に予防接種の費用の領収書及び母子健康手帳又は予防接種済証の写

しを添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、風しん５

期の予防接種に係る費用の助成の申請にあっては、抗体検査の結果の写しを

合わせて添付しなければならない。 

  

別表（第２条・第３条） 

予防接種の種類 助成の額 

省 略 

風しん５期 10,131円 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （浦安市風しん追加対策事業に係る抗体検査及び定期予防接種の費用の助成

に関する規則の廃止） 

２ 浦安市風しん追加対策事業に係る抗体検査及び定期予防接種の費用の助成

に関する規則（令和元年規則第23号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 令和７年３月31日までに前項の規定による廃止前の浦安市風しん追加対策

事業に係る抗体検査及び定期予防接種の費用の助成に関する規則第２条第１

号に規定する抗体検査を受けた者に係る当該抗体検査の費用の助成について

は、なお従前の例による。 

 

（助成の申請） 

第４条 助成を受けようとする者は、予防接種を受けた日の翌日から起算して

２年を経過する日までに、浦安市予防接種費用助成金支給申請書（別記第１

号様式）に予防接種の費用の領収書及び母子健康手帳又は予防接種済証の写

しを添えて、市長に申請しなければならない。 

 

 

 

別表（第２条・第３条） 

予防接種の種類 助成の額 

同 左 
 

 


